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令和６年度会計年度任用職員等の配置に伴う事務手続の一部変更について（通知） 

 

 日頃、給与等の適正な支給について、御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、会計年度任用（学校）職員の報酬支払事務については、令和６年３月２５日

付け教職第１５１２－２号「令和６年度会計年度任用職員等の配置に伴う事務手続に

ついて（通知）」でお知らせしているところですが、令和６年９月給与報告から市町村

立学校報告機能（以下、新システム）による処理へ移行したことに伴い、一部事務手

続が変更となりました。 

 つきましては、令和６年度（令和６年９月以降）に会計年度任用学校職員（非常勤

講師）、スクールカウンセラー、障害者会計年度任用職員及び就業補助員が配置される

学校におかれましては、下記のとおり書類の提出及び新システムによる事務処理をお

願いいたします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本通知に記載する項目（概要） 

 ※ 新システムで変更があった項目や特に御留意いただきたい項目には【重要】と付記して 

  おりますので、確認の際の参考としてください。 

 

１ 新システム対象種別 

２ 書類の提出先について 

３ 任用の種類について 

４ 例月事務について【重要】 

  （１）全任用形態共通 

  （２）会計年度任用学校職員（非常勤講師） 

  （３）スクールカウンセラー 

  （４）障害者会計年度任用職員及び就業補助員 

  （５）川口市立高等学校（定時制）非常勤講師 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新システム対象任用種別 

 ・会計年度任用学校職員（非常勤講師） 

 ・スクールカウンセラー 

 ・障害者会計年度任用職員及び就業補助員 

 ・川口市立高等学校（定時制）非常勤講師 

 

２ 書類の提出先について 

  以下に関係書類を提出してください。 

 

 

 

 

  ※１ 埼玉県庁の住所とは異なりますので、提出の際は御留意願います。 

  ※２ 個人情報を含む書類を郵送にて御提出される場合には、安全管理上、確実

に到達する方法を講じてくださるよう御留意願います。 

 

３ 任用の種類について 

  会計年度任用学校職員（非常勤講師）、スクールカウンセラー、障害者会計年度

任用職員及び就業補助員、川口市立高等学校（定時制）非常勤講師の任用の種類及

び勤務条件等については、職員の配置後、人事異動通知書（辞令）で確認してくだ

さい。勤務日数等の詳細は、任用種別により異なりますので、人事異動通知書及び

校長が作成した勤務予定表（会計年度任用学校職員のみ)を必ず確認してください。 

  なお、会計年度任用学校職員（非常勤講師）及びスクールカウンセラーについて

は、年間措置日数を超えて勤務した分の報酬は支給されませんので、市町村教育委

員会に人事異動通知書・勤務条件等を確認の上、管理の徹底をお願いします。 

 

〒３３０－００７４ 

埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 埼玉県浦和合同庁舎３階 

埼玉県教育局教育総務部 県費事務担当 

５ 提出書類及び事務処理について【重要】 

  （１）通勤に係る費用弁償に関する届 

  （２）個人番号記入シート 

  （３）口座振替依頼書・住所登録 

  （４）給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

  （５）所得税申告区分報告 

  （６）勤務実績報告 

  （７）普通旅費請求書 

６ 報酬等支払時期について【重要】 

７ 報酬等支給明細書について【重要】 

８ 服務監督について 

９ 共済適用について 



４ 例月事務について 
（１）全任用形態共通（川口市立高等学校（定時制）非常勤講師を除く） 

 会計年度任用職員システム（以下、旧システム）と新システムの主な相違点及び
旧システムから新システムへ移行した勤務実績について、別紙９－１「旧システム
と新システムの主な相違点について（会計年度任用職員）」及び別紙９－２「旧シス
テムから新システムへ移行されるデータについて（会計年度任用職員）」にまとめま
したので御参照ください。 
 データ移行に当たりましては、事務処理の都合上、新システム上で一部例外的な
登録方法としている場合がありますが、過去の支給額には影響がないことを確認し
ておりますので、新システム上の過去の実績（令和６年４～７月分）について学校
側での修正対応等は不要（旧システムでの報告誤りを除く）となります。 

 
（２）会計年度任用学校職員（非常勤講師） 

  ア 報酬：日額報酬形態・翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されま

す。 

    任期中の勤務予定を適切に把握できるよう、任用されたら、任期中の勤務予

定表（別紙様式４号）を作成の上、当該勤務予定を新システムに登録します

（勤務実績の仮登録）。 

    例月の報告時には、出勤簿等を整理し、報告年月の前月分勤務実績を新シス

テムで毎月報告してください（勤務実績の本登録）。 

    なお、仮登録の内容と相違がない場合も、必ず登録ボタンを押して勤務実績

の本登録を行ってください。 

   ※ 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する機能は新システムに 

    実装されていません（令和６年１０月時点）。勤務実績の仮登録に当たって 

    は、機能が実装されるまで報告年月の翌月以降の勤務予定を入力することは 

    できませんので御留意ください。 

  イ 費用弁償：翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されます。 

 

（３）スクールカウンセラー 

  ア 報酬：日額報酬形態、翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されま

す。 

    例月の報告時には、出勤簿や旅行命令簿等を整理し、報告年月の前月分勤務

実績を新システムで毎月報告してください。 

   ※ 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する機能は新システムに 

    実装されていません（令和６年１０月時点）。例月報告期間においては、機能 

    が実装されるまで報告年月の翌月以降の勤務予定を入力することはできませ 

    んので御留意ください。 

  イ 費用弁償：翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されます。 

 

（４）障害者会計年度任用職員及び就業補助員 

  ア 報酬：月額報酬形態、当月支給です。あらかじめ、雇入通知書に記載された

勤務予定を教職員課県費事務担当で新システムに登録します。 

    例月の報告時には、出勤簿や休暇簿等を整理し、報告年月の前月分勤務実績



及び当月分勤務実績を新システムで毎月必ず報告してください。新システムで

当月分勤務実績に無給休暇又は欠勤を登録した場合、当月支給報酬額から減額

されます。 

    なお、登録されている勤務予定と変更がない場合も、必ず登録ボタンを押し

てください。 

  イ 費用弁償：翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されます。 

 

（５）川口市立高等学校（定時制）非常勤講師 

  ア 報酬：月額報酬形態、当月支給です。 

    例月の報告時には、出勤簿や休暇簿等を整理し、報告年月の前月分勤務実績

及び当月分勤務実績を新システムで毎月必ず報告してください。新システムで

当月分勤務実績に無給休暇又は欠勤を登録した場合、当月支給報酬額から減額

されます。 

  イ 費用弁償：翌月支給です。前月分の勤務実績に基づき支給されます。 

 

５ 提出書類及び事務処理について 

  下表に掲げる書類の提出及び事務処理をお願いします。 

  また、別表１「任用別事務処理フロー」も併せて御活用ください。 

  なお、新システムの操作方法については、学校支援コミュニケーションサイト掲

載の「市町村立学校給与等報告システム操作マニュアル【会計年度任用職員報告

用】R6.8月版」（以下、マニュアル）を御覧ください。 

 ※ 学校支援コミュニケーションサイト掲載先：通知・通達集＞教職員課＞市町村 

  立学校給与等報告機能関係＞各種操作マニュアル 

 

                     ※下線部分は特に注意してください。 

提出書類 処理内容 

(1) 通勤に係る費用弁償  

に関する届 

  【別紙様式第１号】 

  【別紙様式第７号】 

※必ず該当する任用

種類の様式を使用し

てください。 

 以下の期限で教職員課県費事務担当（以下、県費事務担当）へ郵

送又は持参してください(必着)。 

 

【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】 

 発令日から１５日以内又は翌月３日のいずれか早い方 

 

 ※１ 発令日の翌月３日が週休日又は学校職員の休日である場合

は、その前の営業日までに提出してください。 

 ※２ 原本到着が間に合わない場合は、届が作成出来次第速やか

に原本を郵送してください。提出期限を過ぎた場合について

は、遡及で支給する可能性がありますので御了承ください。 

 ※３ 事実発生日は任用始期としてください。 

 ※４ 令和５年度と同一校・同一経路の場合でも必ず提出して

ください。 

 



 ※５ 同一所属で複数回発令がある職員のうち、前回発令時から

所属・申告経路等が変わらない職員について、同一年度内に

限り「通勤に係る費用弁償に関する届（別紙様式第１

号）」の代わりとして別紙様式第７号の提出を可能としま

す。 

    ただし、令和６年度における初回任用時は、※４に記載の

とおり、昨年度と同一校・同一経路の場合であっても必ず別

紙様式第１号を改めて提出してください。 

 

【スクールカウンセラー】 

 発令日から１５日以内又は翌月３日のいずれか早い方 

 

 ※１ 発令日の翌月３日が週休日又は学校職員の休日である場合

は、その前の営業日までに提出してください。 

 ※２ 事実発生日を任期始期とし、以下のとおり提出してくださ

い。 

    なお、別表２も参考にしてください。 

ア 小学校配置の場合（グループ内は小学校のみ） 

拠点校 自校（拠点校）分のみ提出 

配置校 提出不要 

イ 中学校配置の場合（グループ内は中学校のみ） 

拠点校 自校（拠点校）分のみ提出 

配置校 自校（配置校）分のみ提出 

ウ 小中配置の場合（グループ内に小学校と中学校が混在） 

拠点校 自校（拠点校）分のみ提出 

配置校 提出不要 

   ※ 小中配置とは「小学校配置と中学校配置の両方を持つ（別グループ）」の 

     ことではない 

    なお、令和５年度と同一校・同一経路の場合でも必ず提

出してください。 

 ※３ 出勤日の都合上、上記期限に間に合わない場合は、届が作

成出来次第、速やかに原本を郵送してください。なお、提出

期限を過ぎた場合については、遡及で支給する可能性があり

ますので御了承ください。 

 ※４ 上記期日までに提出が確認できない学校については、状況

確認のため個別に御連絡を差し上げる可能性があります。 

 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】 

 社会保険の加入等に必要な情報となりますので、可能な限り発令 

 から５日以内の提出に御協力ください。 

 

※１ 事実発生日は任用始期としてください。 

   なお、令和５年度と同一校・同一経路の場合でも必ず 



提出してください。 

※２ 採用月から控除が開始する共済・互助会掛金の標準報酬

月額決定に必要な情報となりますので、可能な限り早期の提

出に御協力ください。 

 ※３ 兼務校がある就業補助員については、それぞれの学校で届

の提出が必要となります。（本務校から出張として兼務校へ

向かうと任用段階で決まっている者は除く） 

 

【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】 

発令日から１５日以内又は翌月３日のいずれか早い方 

 

 ※１ 発令日の翌月３日が週休日又は学校職員の休日である場合

は、その前の営業日までに提出してください。 

 ※２ 川口市立高等学校（定時制）非常勤講師においては、学校

長が認定した経路を上記期日までに県費事務担当へ報告し

てください。報告された内容を基に、県費事務担当が認定経

路を新システムへ代行登録します。 

 ※３ 事実発生日は任用始期としてください。 

 ※４ 令和５年度と同一校・同一経路の場合でも必ず提出して

ください。 

 

(2) 個人番号記入シート 

   【別紙様式第２号】 

【全任用形態共通】 

 配置された職員（以下、職員）に個人番号の提出が済んでいるか

確認してください。 

 

 ① 市町村立学校の旧非常勤職員や会計年度任用職員として 

  教育事務所又は県費事務担当へ提出済みの場合 

   → 県費事務担当への提出は不要です。 

 

 ② 市町村立学校の本採用（再任用・臨任含む）の時に教育 

  事務所又は県費事務担当へ提出済みの場合 

   あるいは、県立学校や他の機関で個人番号を提出したこ 

  とがある場合 

   → システム処理の都合上、個人番号の連携を行うことが 

    難しいため、新たに市町村立学校の会計年度任用職員と 

    なった段階で、改めて県費事務担当へ提出してください。 

 

 ③ 市町村立学校の旧非常勤職員や会計年度任用職員として 

教育事務所又は県費事務担当へ提出したことがない、又は 

提出したかどうか不明な場合 

   → 県費事務担当へ提出してください。 

 

 



 

 県費事務担当への提出期限は以下のとおりです。 

 なお、郵送により提出する際は、各市町村において定めている安

全管理措置等に御留意ください。 

 また、個人番号の取扱いに当たっては平成２８年１月１５日付教

職第１１３０－１号「県費負担教職員に係る個人番号の取扱いにつ

いて（通知）」に基づいています。 

 別紙５を配布するなどし、個人番号の利用目的を明示の上、別紙

様式第２号に個人番号を記入していただいてください。 

 

 ※ 常勤職員用の様式とは異なります。必ず、会計年度任用職員

用の様式（別紙様式第２号）を用いてください。 

 

【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】 

【スクールカウンセラー】 

【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】 

 ① 発令されてから１５日以内 

 ② 発令日を含む月の翌月３日まで 

  上記の①、②のいずれか早い日までに県費事務担当へ提出して

ください。 

 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】 

 社会保険の加入に必要な情報となりますので、可能な限り発令か

ら５日以内の提出に御協力ください。 

 

(3) 口座振替依頼書 

   ・住所登録 

  【別紙様式第３号】 

  （ﾏﾆｭｱﾙ P61参照） 

【全任用形態共通】 

 職員から口座振替依頼書の提出を受けてください。提出された口

座振替依頼書は学校で適切に保管してください（県費事務担当への

提出は不要です）。 

 

 ※１ 任用が継続している職員の場合も、口座に変更がないか必 

   ず確認してください。 

 ※２ 職員口座情報の登録が完了しないと、職員の勤務実績を登 

   録しても、新システム上での支払手続は完了しておりませ 

   ん。 

    勤務実績を登録する前に、必ず職員口座情報の登録を完 

   了してください。 

 ※３ 新システム上、口座の名義は「職員情報メンテナンス」画 

   面の「基本」タブに表示される職員氏名情報が用いられます 

   ので、氏名情報も確認してください。 



 

 なお、口座振替依頼書の提出を受けた後は、以下の手続を行って

ください。 

 

【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】（※９月発令の場合） 

【スクールカウンセラー】（※９月発令の場合） 

 ① １０月報告時に、新システムの「直接入力（基本情報・手当

情報）」画面又は「職員情報メンテナンス」画面の「基本」タ

ブから、職員住所情報（住民票記載の住所）を登録してくださ

い。昨年度から任用が引き続いている場合は、その内容を確認

してください。 

 ② 新システムの「直接入力（基本情報・手当情報）」画面又は

「職員情報メンテナンス」画面の「基本」タブから、職員口座

情報を登録してください。 

   昨年度から口座の内容に変更がない場合には、その内容を確

認してください。 

 ③ 登録を終えたら、口座振替依頼書は学校で適切に保管してく

ださい（県費事務担当への提出は不要です）。 

 

 ※ 翌月払いの職員のため、９月報告時には何も操作する必要は

ありません。 

 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】 

【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】 

 ① ４月報告時に新システムの「直接入力（基本情報・手当情

報）」画面又は「職員情報メンテナンス」画面の「基本」タブ

から、職員住所情報（住民票記載の住所）を登録してくださ

い。昨年度から任用が引き続いている場合は、その内容を確認

してください。 

 ② 新システムの「直接入力（基本情報・手当情報）」画面又は

「職員情報メンテナンス」画面の「基本」タブから、職員口座

情報を登録してください。 

   昨年度から口座の内容に変更がない場合には、その内容を確

認してください。 

 ③ 登録を終えたら、口座振替依頼書は学校で適切に保管してく

ださい（県費事務担当への提出は不要です）。 

 

 ※ 年度途中採用の場合、新システムへの登録時期については、

個別に御連絡します。 

 

 

 



(4) 給与所得者の扶養控

除等（異動）申告書 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員のみ】 

 職員が新たに任用された場合、給与所得者の扶養控除等（異動 

申告書（写し）を提出してださい。原本については、学校で保管 

をお願いします。 

 ① ４月１日発令：４月支払いにて必要な情報となりますので、 

  可能な限り早期の提出に御協力ください。  ※１ 

 ② それ以降の発令：提出時期等を個別に御連絡いたします。 

 

 ※１ 昨年度に引き続き、今年度も採用される等、既に本年分

を提出済である職員については、提出不要です。 

 ※２ 令和６年分（令和７年以降の発令は、令和７年分）の様式

を使用してください。 

 

(5) 所得税申告区分 

   報告 

  （ﾏﾆｭｱﾙ P60参照） 

【全任用形態共通】 

 所得税情報の登録を行うことができるのは、「主たる雇用」とな

っている所属のみです。ただし、同時に常勤としても雇用がある

（常勤・会計年度を併任している）職員は、常勤側の所属で所得税

情報等の報告を行うため、会計年度の「主たる雇用」の所属からの

報告は不要です。 

 

【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】（※９月発令の場合） 

【スクールカウンセラー】（※９月発令の場合） 

 ① １０月報告時までに新システムの「職員情報メンテナンス」

画面から「所得税」タブを開き、「所得税申告区分情報」（例

月－本人申告）を登録してください。その際、日額職員の税額

表区分については、原則「乙欄」としてください。 

  ※ 過去に常勤職員や甲欄の会計年度任用職員として雇用があ 

   る場合、所得税申告区分が「甲欄」として登録されているこ 

   とがあります。日額職員の新規発令があった場合は、必ず新 

   システムの登録状況を確認の上、必要に応じて「乙欄」の新 

   規登録を行ってください。 

 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】（※９月発令の場合） 

 ① ９月報告時に新システムの「職員情報メンテナンス」画面か

ら「所得税」タブを開き、「所得税申告区分情報」（例月－本

人申告）を登録してください。その際、障害者会計年度任用職

員・就業補助員の税額表区分については「甲欄」とし、扶養控



除等（異動）申告書の情報を基に障害区分等の登録を行ってく

ださい。 

  ※ 過去に常勤職員や会計年度任用職員として雇用がある場 

   合、既に所得税申告区分が登録されていることがあります。 

   その場合は、登録されている内容を確認し、情報に変更がな 

   ければ再度の登録は不要です。 

 

 ② 職員に扶養親族がいる場合は、「職員情報メンテナンス」画

面から「所得税」タブを開き、「扶養親族情報」を登録してく

ださい。登録する扶養親族がいない場合は対応不要です。 

  ※ 登録が完了すると、「所得税」タブの「扶養控除申告」に 

   扶養控除情報（扶養親族の数など）が自動で計算されます。 

   扶養親族を登録、修正した際は、画面上で想定の人数と合っ 

   ているか確認してください。 

 

【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】（※９月発令の場合） 

 ① ９月報告時に新システムの「職員情報メンテナンス」画面か

ら「所得税」タブを開き、「所得税申告区分情報」（例月－本

人申告）を登録してください。その際、川口市立高等学校（定

時制）非常勤講師の税額表区分については、原則「乙欄」とし

てください。 

  ※ 過去に常勤職員や甲欄の会計年度任用職員として雇用があ 

   る場合、所得税申告区分が「甲欄」として登録されているこ 

   とがあります。日額職員の新規発令があった場合は、必ず新 

   システムの登録状況を確認の上、必要に応じて「乙欄」の新 

   規登録を行ってください。 

 



(6) 勤務実績報告 

  【別紙様式第４号】 

 （ﾏﾆｭｱﾙ P14～52参照） 

 発令後、以下の手続により、職員の勤務実積を新システムに登録

してください。 

【注意】 追給・戻入事案が多発しております。どの任用も

必ず休暇簿等とよく突合し、正確に勤務実績を登録してくだ

さい。 

 

【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】（※４月発令の場合） 

⑴４月報告 

 ４月に任用がある職員は、翌月支給になりますので、システム上

の報告は原則必要ありません。任用されたら、任期期間中の勤務予

定表（別紙様式第４号）を作成しておき、翌月の報告時に入力でき

るようにしておいてください。 

 

⑵５月報告以降 

① 「勤務区分登録」画面から職員の勤務条件に応じた勤務区分

の登録を行ってください。（マニュアル P14～21参照） 

 ※１ 初期登録として、県費事務担当が作成した勤務区分が登 

   録されていますが、日額職員の場合、職員の勤務実態が考 

   慮されていない勤務区分となるため、必ず職員の勤務条件 

   に応じた勤務区分を所属で新たに作成してください。 

 ※２ 一度登録を行えば、毎月登録を行う必要はありません。 

 

② 出勤簿等を整理し、前月分の勤務実績を入力してください。 

  （マニュアル P32～42参照） 

 

  また、当該任用について初めて勤務実績を登録する際には、

前月分の勤務実績と併せて、作成した勤務予定表（別紙様式第

４号）を基に、任期中全ての勤務予定を登録します（勤務実績

の仮登録）。 

 

③ 登録した勤務実績の報告データについて、「報告データ管

理」画面から事務職員権限で「承認依頼」を行ったのち、所属

長権限で「承認」を行ってください。（マニュアル P68～69、

P70～75参照） 

 

④ 報告対象となっている会計年度任用職員全ての勤務実績登録

及び承認が完了したら、最後に「勤務実績締め処理」画面から

所属長権限で「締め処理」を行ってください。（マニュアル

P76～80参照） 

 



 

【スクールカウンセラー】（※４月発令の場合） 

⑴４月報告 

 ４月に任用がある職員は、翌月支給になりますので、システム上

の報告は原則必要ありません。 

 

⑵５月報告以降 

① 「勤務区分登録」画面から職員の勤務条件に応じた勤務区分

の登録を行ってください。（マニュアル P14～21参照） 

 ※１ 初期登録として、県費事務担当が作成した勤務区分が登 

   録されていますが、日額職員の場合、職員の勤務実態が考 

   慮されていない勤務区分となるため、必ず職員の勤務条件 

   に応じた勤務区分を所属で新たに作成してください。 

 ※２ 一度登録を行えば、毎月登録を行う必要はありません。 

 

② 出勤簿や旅行命令簿等を整理し、前月分の勤務実績を入力し

てください。また、直行又は直帰の出張がある場合について

は、旅行情報（直行・直帰）の登録も忘れずに行ってくださ

い。（マニュアル P32～42参照） 

 

【留意事項】 

● 仮登録の内容と相違がない場合も、必ず登録ボタンを 

 押して勤務実績の本登録を行ってください。 

 

● 勤務予定表（会計年度任用学校職員のみ）は、職員の

発令後、校長が職員の了承を得て作成してください。 

 

● 報告対象となっている実績年月に勤務がなかった場合

も、必ず０日で報告を行ってください。（勤務実績は空欄

のまま「登録」処理をしてください） 

  登録をしないと、その後の「承認」「締め処理」へ進む

ことができません。（マニュアル P36参照） 

 

● 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する

機能は新システムに実装されていません（令和６年１０

月時点）。 

  勤務実績の仮登録に当たっては、機能が実装されるま

で報告年月の翌月以降の勤務予定を入力することはでき

ませんので御留意ください。 



 ※ 勤務実績報告については、以下のとおり行ってください。 

   なお、別表２も参考にしてください。 

ア 小学校配置の場合（グループ内は小学校のみ） 

拠点校 配置校分の勤務実績をまとめて報告 

配置校 ０日で報告 

イ 中学校配置の場合（グループ内は中学校のみ） 

拠点校 自校（拠点校）分の勤務実績を報告 

配置校 自校（配置校）分の勤務実績を報告 

ウ 小中配置の場合（グループ内に小学校と中学校が混在） 

拠点校 配置校分の勤務実績をまとめて報告 

配置校 ０日で報告 

   ※ 小中配置とは「小学校配置と中学校配置の両方を持つ（別グループ）」の 

     ことではない 

 

③ 登録した勤務実績の報告データについて、「報告データ管

理」画面から事務職員権限で「承認依頼」を行ったのち、所属

長権限で「承認」を行ってください。（マニュアル P68～69、

P70～75参照） 

 

④ 報告対象となっている会計年度任用職員全ての勤務実績登録

及び承認が完了したら、最後に「勤務実績締め処理」画面から

所属長権限で「締め処理」を行ってください。（マニュアル

P76～80参照） 

 

【留意事項】 

● 報告対象となっている実績年月に勤務がなかった場合

も、必ず０日で報告を行ってください。（勤務実績は空欄

のまま「登録」処理をしてください） 

  登録をしないと、その後の「承認」「締め処理」へ進む

ことができません。（マニュアル P36参照） 

 

● 小学校配置及び小中学校配置のスクールカウンセラー

について、配置校側でも０日で報告（勤務実績空欄のま

ま登録）が必要です。（マニュアル P11参照） 

 

● 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する

機能は新システムに実装されていません（令和６年１０

月時点）。 

  例月報告期間においては、機能が実装されるまで報告

年月の翌月以降の勤務予定を入力することはできません

ので御留意ください。 



 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】 

⑴例月報告 

① 「勤務区分登録」画面から、当該任用の勤務実績報告に必要

な勤務区分が初期登録されているか確認を行ってください。

（マニュアル P14～21参照） 

 ※１ 障害者会計年度任用職員・就業補助員については、職員 

   の雇入通知書の情報に基づき、所属ごとに必要な勤務区分 

   を県費事務担当で初期登録しています。よって、所属から 

   新たな勤務区分を新たに登録する必要はありません。 

 ※２ 初期登録されている勤務区分の内容に漏れや誤りがあっ 

   た場合は、県費事務担当へ御一報ください。 

 

② 出勤簿や休暇簿等を整理し、前月分及び当月分の勤務実績を

入力してください。また、直行又は直帰の出張がある場合につ

いては、旅行情報（直行・直帰）の登録も忘れずに行ってくだ

さい。（マニュアル P43～52） 

 ※１ 障害者会計年度任用職員・就業補助員については、職員 

   の雇入通知書の情報に基づき、採用時に県費事務担当で勤 

   務予定の一括登録を行います。所属においては、報告対象 

   月（報告年月の前月及び当月）について、新システム上の 

   勤務予定と勤務実績を照らし合わせた上で、勤務実績を登 

   録してください。 

 ※２ 複数校に勤務する就業補助員については、本務校が兼務 

   校分の勤務実績及び費用弁償（兼務校への通勤が費用弁償 

   で支給される者のみ）を取りまとめの上、報告してくださ 

   い。 

 

③ 登録した勤務実績の報告データについて、「報告データ管

理」画面から事務職員権限で「承認依頼」を行ったのち、所属

長権限で「承認」を行ってください。（マニュアル P68～69、

P70～75参照） 

 

④ 報告対象となっている会計年度任用職員全ての勤務実績登録

及び承認が完了したら、最後に「勤務実績締め処理」画面から

所属長権限で「締め処理」を行ってください。（マニュアル

P76～80参照） 

 



 

 

【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】 

⑴例月報告 

① 「勤務区分登録」画面から職員の勤務条件に応じた勤務区分

の登録を行ってください。（マニュアル P14～21参照） 

 ※１ 初期登録として、県費事務担当が作成した勤務区分が登 

   録されていますが、川口市立高等学校（定時制）非常勤講 

   師の場合、職員の勤務実態が考慮されていない勤務区分と 

   なるため、必ず職員の勤務条件に応じた勤務区分を所属で 

   新たに作成してください。 

 ※２ 一度登録を行えば、毎月登録を行う必要はありません。 

 

② 出勤簿や休暇簿等を整理し、前月分及び当月分の勤務実績を

入力してください。また、兼務校との同日勤務がある場合につ

いては、通勤経路情報の変更登録も忘れずに行ってください。

（マニュアル P42,43～52） 

 

③ 登録した勤務実績の報告データについて、「報告データ管

理」画面から事務職員権限で「承認依頼」を行ったのち、所属

長権限で「承認」を行ってください。（マニュアル P68～69、

P70～75参照） 

 

④ 報告対象となっている会計年度任用職員全ての勤務実績登録

及び承認が完了したら、最後に「勤務実績締め処理」画面から

所属長権限で「締め処理」を行ってください。（マニュアル

P76～80参照） 

 

【留意事項】 

● あらかじめ登録された勤務予定から変更がない月の場

合も、必ず勤務実績の「登録」処理を行ってください。 

 

● 当月分勤務実績については、報告日時点で確定してい

る情報のみ登録してください。（マニュアル P43～52参

照） 

 

● 新システムでは、休日・祝日についても、勤務が割り

振られている曜日であれば勤務実績の登録が必要です。

あらかじめ登録されている休日・祝日の勤務実績につい

て誤って削除することがないよう注意してください。 

 （マニュアル P45参照） 

 



 

【留意事項】 

● 報告対象となっている実績年月に勤務がなかった場合

も、必ず０日で報告を行ってください。（勤務実績は空欄

のまま「登録」処理をしてください） 

  登録をしないと、その後の「承認」「締め処理」へ進む

ことができません。（マニュアル P36参照） 

 

● 当月分勤務実績については、報告日時点で確定してい

る情報のみ登録してください。（マニュアル P43～52参

照） 

 

● 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する

機能は新システムに実装されていません（令和６年１０

月時点）。 

  例月報告期間においては、機能が実装されるまで報告

年月の翌月以降の勤務予定を入力することはできません

ので御留意ください。 

 



(7) 普通旅費請求書 

【スクールカウンセラー】 

【障害者会計年度任用職員及び就業補助員】 

 要綱等に定める命令可能な用務を行った際、一般職員の例により

計算し、提出してください。（様式も一般職員の例によります。） 

 

 ※１ 通勤調整は行いません。 

 ※２ 兼務校への出張時は旅行雑費の支給はありません。 

 ※３ 直行又は直帰の出張をした場合には、費用弁償が「片 

   道」、直行直帰の出張をした場合には、費用弁償「非支給」 

   となります。新システムから旅行情報（直行・直帰）の登録 

   を行ってください。 

 ※４ スクールカウンセラーについては、以下のように提出して 

   ください。 

    なお、別表２も参考にしてください。 

ア 小学校配置の場合（グループ内は小学校のみ） 

拠点校 配置校への出張等を取りまとめて提出 

配置校 提出不要 

イ 中学校配置の場合（グループ内は中学校のみ） 

拠点校 自校（拠点校）分の出張を提出 

配置校 自校（配置校）分の出張を提出 

ウ 小中配置の場合（グループ内に小学校と中学校が混在） 

拠点校 配置校への出張等を取りまとめて提出 

配置校 提出不要 

   ※ 小中配置とは「小学校配置と中学校配置の両方を持つ（別グループ）」の 

     ことではない 

 

  



【補足】 

（１）通勤に係る費用弁償に関する届（別紙様式第１号、別紙様式第７号） 

  ・ 例月の費用弁償を支払うために必要な届です。 

  ・ 確認・決定の事務処理は県費事務担当で行います。届の裏面は氏名欄のみ記

入してください。 

  ・ 転居等で通勤の実態が変わった時は、新たな届を速やかに県費事務担当へ提

出してください。 

  ・ 同一所属で複数回発令がある職員のうち、前回発令時から所属・申告経路等

が変わらない職員について、同一年度内に限り「通勤に係る費用弁償に関する

届（別紙様式第１号）」の代わりとして別紙様式第７号の提出を可能としま

す。 

    ただし、当年度における初回任用時は、昨年度と同一所属・同一申告内容の

場合であっても必ず別紙様式第１号を改めて提出してください。 

 

（２）個人番号記入シート（別紙様式第２号） 

  ・ 個人番号提出対象の会計年度任用学校職員（非常勤講師）で、複数校で発令

がある職員については、配置校のうちいずれか１校において記載を求めてくだ

さい。 

 なお、どの学校で記載を求めるかは、配置校間で調整してください。 

  ・ 個人番号提出対象のスクールカウンセラーは、拠点校において記載を求めて

ください。 

    なお、複数の拠点校を持つスクールカウンセラーの場合は、拠点校のうちい

ずれか１校において記載を求めてください。どの拠点校で記載を求めるかは、

拠点校間で調整してください。 

  ・ 兼務のある就業補助員については、本務校において記載を求めてください。 

  ・ 障害者会計年度任用職員・就業補助員について、扶養控除等(異動)申告書の

控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び１６歳未満の扶養親族がいる場合は、

当該扶養親族の個人番号も記載してください。その際、家族番号については、

新システムの「職員情報メンテナンス」画面から「所得税」タブを開き、「扶

養親族情報」に表示されている番号を記載してください。 

 

（３）口座振替依頼書（別紙様式第３号） 

  ・ 報酬及び費用弁償を本人指定口座に振り込むために必要な書類です。 

  ・ 通帳又はキャッシュカードの写し（カナ名義が表記されている頁）を添付さ

せ、口座振替依頼書に記載された内容に相違がないか確認してください。 

    なお、本人名義の口座に限り、振り込むことができます。（第３口座まで指



定可能） 

  ・ 複数校で発令がある職員については、同一の口座を指定してください。 

  ・ 提出を受けた口座振替依頼書を基に新システムの「職員情報メンテナンス」

画面から「基本」タブを開き、職員住所情報及び職員口座情報を登録してくだ

さい。既に住所情報及び口座情報が登録されている場合は、内容に変更がない

か確認をしてください（県費事務担当への口座振替依頼書の提出は不要で

す）。 

  ・ 新システム上では、「職員情報メンテナンス」画面の「基本」タブに登録さ

れた氏名情報がそのまま口座名義に使用されますので、口座振替依頼書とよく

突合してください。 

  ・ 年度途中発令（特に月途中発令）の障害者会計年度任用職員・就業補助員に

ついては、口座情報の登録時期を個別に御連絡いたします。 

  ・ 当該口座の解約や、婚姻などによる名義変更が生じる場合は、報酬等の振込

不能を防止するため、銀行での名義変更手続き前に県費事務担当へ連絡してく

ださい。 

    なお、名義相違等の事由により振込不能となった場合は、振込不能件数１件

につき８８０円の手数料が発生しますので、適切な口座管理に御協力願いま

す。（マニュアル P61参照） 

  ・ 会計年度任用職員の旅費については、新システム上でどの口座を選択しても

第一口座へ支払われます。 

 

（４）給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

  ・ 障害者会計年度任用職員及び就業補助員のみ提出が必要となります。 

    年途中に採用された場合は、提出時期について個別に御連絡します。 

  ・ 申告書は、２か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの１ 

   か所にしか提出することができませんので、兼業している場合、他の勤務先に 

   提出していないか確認をお願いします。 

  ・ 記入に際しては、以下の点に注意してください。 

   ① 個人番号は本人、扶養親族等の欄には記入しないでください。 

   ② 職員又は同一生計配偶者及び扶養親族（１６歳未満の扶養親族含む）が 

     障害者に該当し控除を希望する場合、 C 欄の該当項目へのチェックと、 

    「左記の内容」欄へ詳細（障害者手帳の種類、級数、交付日）を記入して 

     ください。 

  ・ 年の途中で扶養等の情報を変更する場合は以下のとおり御対応ください。 



   ① 県費事務担当に扶養控除申告書の変更がある旨を連絡 

   ② 学校にある原本を修正 

   ③ 修正した原本のコピーを県費事務担当へ送付 

  ・ 職員に扶養親族がいる場合は、扶養親族の個人番号も必要となりますので、

個人番号記入シート（別紙様式第２号）に扶養親族の個人番号を記入の上、併

せて提出してください。 

 

（５）所得税申告区分報告 

   ・ 所得税情報の登録を行うことができるのは「主たる雇用」となっている所属

のみです。ただし、同時に常勤としても雇用がある（常勤・会計年度を併任し

ている）職員は、常勤側の所属で所得税情報等の報告を行うため、会計年度の

「主たる雇用」の所属からの報告は不要です。 

   ・ 「税額表区分」については、県費事務担当から別途指示がある場合を除き、

日額職員は原則「乙欄」、月額職員は原則「甲欄」として登録してください。 

   ・ 障害者会計年度任用職員・就業補助員については、税額表区分を「甲欄」と

した上で、扶養控除等（異動）申告書の情報を基に、障害区分等の登録及び扶

養親族情報の登録（該当者のみ）を行ってください。 

   ・ 年末調整報告の対象となるのは、１２月中に在職している職員かつ「税額表

区分」が「甲欄」の職員です。「乙欄」の職員は年末調整の対象外です。 

 

（６）勤務実績報告 

  ア 会計年度任用学校職員（非常勤講師） 

  ○勤務予定表の作成について 

   ・ 勤務予定表の作成が必要なのは会計年度任用学校職員（非常勤講師）のみで

す。 

   ・ 職員の配置後、校長が職員の任期期間中の勤務予定表（案）を職員へ提示

し、職員の了承が得られた後、勤務予定表（別紙様式第４号）を２部作成しま

す。 

     なお、校長は任期中全ての勤務日及び時間数を計画し、計画書を作成するも

のとします。 

   ・ 校長は作成した勤務予定表のうち１部を職員に交付し、もう１部を事務担当

者（会計年度任用職員報酬等支払い事務を担当する者）に新システム登録用と

して提供してください。事務担当者は勤務予定表を適切に保管してください

（電子データ含む）。（県費事務担当への提出は必要ありません。） 

   ・ 学校長は勤務の割り振り変更等で勤務予定表に変更が生じた場合は、変更事

項を反映させた勤務予定表を再度、作成し、１部を職員に交付し、もう１部を



事務担当者に提供してください。 

     なお、教育課程の編成上（兼務校があった場合その影響含む）、また報酬支

払への影響を避けるため、原則として、割り振り変更は、当月内、同一時間数

で行ってください。 

 

  ○新システムによる勤務実績の報告について 

   ・ 【採用当初】勤務予定表を基に、任期中全ての勤務予定日の勤務時間を登録

します。（勤務実績の仮登録） 

    ※ 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する機能は新システムに 

    実装されていません（令和６年１０月時点）。勤務実績の仮登録に当たって 

    は、機能が実装されるまで報告年月の翌月以降の勤務予定を入力することは 

    できませんので御留意ください。 

   ・ 【例月】出勤簿等を整理し、報告年月の前月分勤務実績を新システムで毎月

報告してください。（勤務実績の本登録） 

     なお、仮登録の内容と相違がない場合も、必ず登録ボタンを押して勤務実績

の本登録を行ってください。 

     日額職員の勤務実績の登録方法については、マニュアル P32～42を参照して

ください。 

   ・ 全日休暇又は欠勤を登録した場合や、同一日に兼務校間の移動が生じた場合

については、通勤経路の変更登録を行います。 

     通勤経路等の登録方法については、マニュアル P40～42を参照してくださ

い。 

 

  イ スクールカウンセラー 

  ○新システムによる勤務実績の報告について 

   ・ 会計年度任用学校職員（非常勤講師）と異なり、スクールカウンセラーにつ

いては、任期分の勤務計画を登録する必要はありません。出勤簿や旅行命令簿

等を整理し、報告年月の前月分勤務実績を新システムで毎月報告してくださ

い。 

     日額職員の勤務実績の登録方法については、マニュアル P32～42を参照して

ください。 

   ※ 旧システムとは異なり、未来月の勤務予定を登録する機能は新システムに 

    実装されていません（令和６年１０月時点）。例月報告期間においては、機能 

    が実装されるまで報告年月の翌月以降の勤務予定を入力することはできませ 

    んので御留意ください。 

   ・ 全日休暇又は欠勤を登録した場合や、直行又は直帰の出張が生じた場合につ

いては、通勤経路の変更及び旅行情報（直行・直帰）の登録を行います。 

     通勤経路等の登録方法については、マニュアル P40～42を参照してくださ



い。 

  

  ウ 障害者会計年度任用職員及び就業補助員 

  〇新システムによる勤務予定の確認について 

   ・ 障害者会計年度任用職員・就業補助員については、職員の雇入通知書の情報

に基づき、採用時に県費事務担当で勤務予定の一括登録を行います。所属にお

いては、新システムの「勤務実績情報」画面から任用期間内の勤務予定が登録

されているかを確認してください。 

     確認の結果、登録されている内容に漏れや誤りがある場合は、県費事務担当

まで御一報ください。 

 

  ○新システムによる勤務実績の報告について 

   ・ 出勤簿や休暇簿等を整理し、報告年月の前月分及び当月分勤務実績を新シス

テムで毎月必ず報告してください。 

     なお、あらかじめ登録されている勤務予定と変更がない場合も、必ず勤務実

績の「登録」処理を行ってください。 

     月額職員の勤務実績の登録方法については、マニュアル P43～52を参照して

ください。 

   ・ 全日休暇又は欠勤を登録した場合や、直行又は直帰の出張が生じた場合など

については、通勤経路の変更及び旅行情報（直行・直帰）の登録を行います。 

     通勤経路等の登録方法については、マニュアル P50～52を参照してくださ

い。 

 

  エ 川口市立高等学校（定時制）非常勤講師 

  ○新システムによる勤務実績の報告について 

   ・ 出勤簿や旅行命令簿等を整理し、報告年月の前月分及び当月分勤務実績を新

システムで毎月必ず報告してください。 

     月額職員の勤務実績の登録方法については、マニュアル P43～52を参照して

ください。 

   ・ 全日休暇又は欠勤を登録した場合や、同一日に兼務校間の移動が生じた場合

については、通勤経路の変更登録を行います。 

     通勤経路等の登録方法については、マニュアル P42,50～52を参照してくださ

い。 

 

  オ 共通事項 

   新システムでは遡及報告をすることができます。報告した勤務実績に誤りが発

覚した場合は、直近の例月報告期間に誤りが生じた月の勤務実績報告を遡及修正

してください。新システムで自動的に報酬及び費用弁償の遡及計算を行い、報告

月の報酬及び費用弁償において追給又は戻入を行います。 



   遡及修正が発生した場合の対応方法については、マニュアル P53を参照してく

ださい。 

   なお、遡及修正を行った場合には、別紙様式第８号「勤務実績遡及報告シート

（会計年度任用職員）」に必要事項を入力の上、県費事務担当宛てに電子メール

で提出してください。 

  ※１ 修正年月や内容によっては、期末・勤勉手当の追給又は戻入が発生する場 

    合もあります。 

  ※２ 遡及報告内容に係る電子メールの要否は以下のとおりです。 

任用種類 支払区分 
報告年月の 

前々月以前の実績 

報告年月の 

前月分実績 

報告年月の 

当月分実績 

会計年度任用学校職員 

（非常勤講師） 
翌月払い 必要 報告不要 報告不要 

スクールカウンセラー 翌月払い 必要 報告不要 報告不要 

障害者会計年度任用職

員・就業補助員 
当月払い 必要 

無給休暇・欠勤に

係る変更のみ報告

が必要 

報告不要 

川口市立高等学校 

（定時制）非常勤講師 
当月払い 必要 

無給休暇・欠勤に

係る変更のみ報告

が必要 

報告不要 

 

６ 報酬等支払時期について 

（１）報酬及び費用弁償は、原則として、以下のとおり支給されます。 

  ・ 会計年度任用学校職員（非常勤講師）・スクールカウンセラー 

    報酬及び費用弁償は、前月の勤務実績に基づいて、翌月の報酬支払日（毎月

２１日）に支給されます。 

   （例）４ 月 分 報 酬 → ５月２１日に支給 

      ４月分費用弁償 → ５月２１日に支給 

  ・ 障害者会計年度任用職員及び就業補助員・川口市立高等学校（定時制）非常

勤講師 

    報酬は、月額報酬形態であるため、毎月２１日に支給されます。費用弁償

は、前月の勤務実績に基づいて、翌月の報酬支払日に支給されます。 

    無給休暇・欠勤があった場合は、原則として当月の報酬で調整します（新シ

ステム上で無給休暇・欠勤の入力を行った場合のみ）。 

   （例）４ 月 分 報 酬   → ４月１９日に支給 

      ４月分費用弁償   → ５月２１日に支給 

      ４月無給休暇・欠勤 → ４月報告で入力の場合：４月報酬で調整 

                  ５月報告で入力の場合：５月報酬で遡及調整 

 

（２）支給日が金融機関営業日以外の日（土曜日、日曜日、祝日）にあたる場合は、

その前で最も近い金融機関営業日となります。 

 



（３）障害者会計年度任用職員・就業補助員が月の途中に採用された場合、採用日に

よっては、採用月に係る報酬は翌月の支給となることがあります。個別に連絡い

たしますので、必ずあらかじめ職員に伝えていただくようお願いいたします。 

 

７ 報酬等支給明細書について 

（１）毎月、報酬等支給日の４営業日前（週休日除く。）午前１１時から新システム

より報酬及び通勤に係る費用弁償支給明細書（以下、支給明細書）の出力が可能

となります。内容を確認後、印刷して職員本人に交付してください。出力及び印

刷方法は、マニュアル P83～84を参照してください。 

 

（２）会計年度任用職員の支給明細書（例月）（PDF帳票）は、「主たる雇用」とな

っている所属にのみ配信されます。複数校で発令がある、又は兼務している職員

の場合は、主たる雇用となっている所属で支給明細書の出力・交付を行ってくだ

さい。 

   なお、出勤日等の関係で、報酬支給日までに主たる雇用となっている所属で支

給明細書が交付できない場合は、他の学校で交付していただいて差し支えありま

せんが、その際は学校間で調整の上、主たる雇用となっている所属から明細交付

校へ支給明細書の御提供をお願いします。 

   明細配信のルール等については、別紙６－１「明細配信のルールについて（会

計年度任用職員）」及び別紙６－２「支給明細書（例月）の見方について（会計

年度任用職員）」も併せて参照してください。 

 

８ 服務監督について 

  職員の服務監督は市町村教育委員会が行いますので、服務に関すること（年次休

暇の付与日数等）については、各市町村教育委員会へお問い合わせください。 

 

９ 共済適用について 

  会計年度任用職員が共済組合の「短期組合員」としての要件を満たす任用である

かどうかの判断は任用担当課が行います。短期組合員に該当するか否かに関しての

お問い合わせは教育事務所又は市町村教育委員会までお願いします。 

  その他社会保険関係については、令和６年３月７日付け教職第１４７８号「社会

保険関係等の事務手続について（通知）」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               【報酬等の支払いに関すること】 

         担 当：教職員課県費事務担当 

         電 話：048-825-0010 

         ＦＡＸ：048-825-0013 

         E-mail：a6660-07@pref.saitama.lg.jp 

 

               【勤務予定表（市立特別支援学校）に関すること】 

       担 当：県立学校人事課教員人事担当 

         電 話：048-830-6738 

         ＦＡＸ：048-830-4958 

         E-mail：a6720-03@pref.saitama.lg.jp 

 

              【勤務予定表（市町村立小中学校）に関すること】 

       担 当：小中学校人事課人事・学事・働き方改革担当 

       電 話：048-830-6937 

       ＦＡＸ：048-830-4966 

       E-mail：a6930-02@pref.saitama.lg.jp 

 

              【スクールカウンセラーに関すること】 

       担 当：生徒指導課総務・不登校対策・中退防止担当 

       電 話：048-830-6744 

       ＦＡＸ：048-830-4952 

       E-mail：a6740-07@pref.saitama.lg.jp 

 



【会計年度任用学校職員（非常勤講師）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
非
常
勤
講
師
） 

報酬・費用弁償の 

支給明細書を交付 

報酬・費用弁償の支給明細書を配信 

市
町
村
立
学
校
報
告
機
能 

個人番号 

費用弁償届 
を提出 

費用弁償経路を 

決定・登録 

勤務実績の仮登

録・勤務実績の

本登録 

採用時の事務   例月の事務 

 

報酬・費用弁償を支給 

学 
 

 

校 

教 

職 

員 

課 

個人番号 

口座振替依頼書 を提出 

費用弁償届     

個人番号 

口座情報 
取得状況の確認 

住所情報・ 

口座情報を入力 

基本情報・ 

任用情報を連携 

勤務予定表の作成 

人
事
任
用
課 



【スクールカウンセラー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー 

報酬・費用弁償の 

支給明細書を交付 

報酬・費用弁償の支給明細書を配信 

市
町
村
立
学
校
報
告
機
能 

個人番号 

費用弁償届 
を提出 

費用弁償経路を 

決定・登録 
勤務実績の入力 

採用時の事務   例月の事務 

 

報酬・費用弁償を支給 

学 
 

 

校 

教 

職 

員 

課 

個人番号 

口座振替依頼書 を提出 

費用弁償届     

個人番号 

口座情報 
取得状況の確認 

住所情報・ 

口座情報を入力 

基本情報・ 

任用情報を連携 

人
事
任
用
課 

旅費請求書の提出 



【障害者会計年度任用職員・就業補助員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障
害
者
会
計
年
度
任
用
職
員
・
就
業
補
助
員 

報酬・費用弁償の 

支給明細書を交付 

報酬・費用弁償の支給明細書を配信 

市
町
村
立
学
校
報
告
機
能 

個人番号 

費用弁償届         を提出 

扶養控除等(異動)申告書(写) 

費用弁償経路を 

決定・登録 

採用時の事務   例月の事務 

 

報酬・費用弁償を支給 

学 
 

 

校 

教 

職 

員 

課 

個人番号 

口座振替依頼書  を提出 

費用弁償届 

扶養控除等(異動)申告書 

個人番号 

口座情報 
取得状況の確認 

住所情報・ 

口座情報を入力 

基本情報・ 

任用情報を連携 

人
事
任
用
課 

旅費請求書の提出 

勤務実績の入力 



【川口市立高等学校（定時制）非常勤講師】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川
口
市
立
高
等
学
校
（
定
時
制
）
非
常
勤
講
師 

報酬・費用弁償の支給明細書を配信 

市
町
村
立
学
校
報
告
機
能 

個人番号 

費用弁償届（認定済経路） 
を提出 

費用弁償経路を 

代行登録 

採用時の事務   例月の事務 

 

報酬・費用弁償を支給 

学 
 

 

校 

教 

職 

員 

課 

住所情報・ 

口座情報を入力 

基本情報・ 

任用情報を連携 

人
事
任
用
課 

勤務実績の入力 

報酬・費用弁償の 

支給明細書を交付 

個人番号 

口座振替依頼書 を提出 

費用弁償届     

個人番号 

口座情報 
取得状況の確認 



別表２ 

埼玉県スクールカウンセラーの配置による事務処理の相違について 

（配置パターンによる相違部分のみ抜粋） 

 

埼玉県スクールカウンセラーでは、令和５年度から「グループ内に小学校と中学校が混在し、

うち拠点校が１校」という配置パターンが新たに設けられました。 

事務手続きの相違について以下のようにまとめましたので、事務の参考にしてください。 

 ※ 通知より、配置パターンによって事務処理に注意が必要な事務のみ抜粋してあります。 

 ※ パターン③が令和５年度から新設されました。（③以外は例年通り） 

 ※ 配置パターンの詳細や任用については、市町村教育委員会にお問合せください。 

 

パターン①  

「グループ内は小学校のみ（小学校配置）」の場合 

 

  グループ１ 

  川口市立〇〇小学校 

  川口市立××小学校 

  川口市立△△小学校 

  川口市立□□小学校 

 

小学校配置の場合 
市町村立学校報告機能に

よる勤務実績報告 
普通旅費請求書の提出 

通勤に係る費用弁償に 

関する届(様式第１号)  

拠点校 
配置校分の勤務実績を 

まとめて報告 

配置校分への出張等を 

取りまとめて提出 

自校（拠点校）分のみ 

提出 

配置校 ０日で報告 提出不要 提出不要 

 

パターン②  

「グループ内は中学校のみ（中学校配置）」の場合 

 

  グループ２ 

  川口市立〇〇中学校 

  川口市立××中学校 

 

中学校配置の場合 
市町村立学校報告機能に

よる勤務実績報告 
普通旅費請求書の提出 

通勤に係る費用弁償に 

関する届(様式第１号)  

拠点校 
自校（拠点校）分の 

勤務実績を報告 

自校（拠点校）分の 

出張を提出 

自校（拠点校）分のみ 

提出 

配置校 
自校分（配置校）分の 

勤務実績を報告 

自校（配置校）分の 

出張を提出 

自校（配置校）分のみ 

提出 

 



別表２ 

パターン③ 【令和５年度から新設】 

「グループ内に小学校と中学校が混在（小中配置）」の場合 

 

  グループ３          ※ 従来の小学校のみの配置（パターン①）に、 

  川口市立◎◎中学校        中学校が加わった配置です。 

  川口市立〇〇小学校         よって、下記の表はパターン①と同様です。 

  川口市立××小学校           ※ パターン④との違いは、「 同じグループに 

  川口市立△△小学校        小学校・中学校が混在するか 」です。 

  川口市立□□小学校      

 

小中配置の場合 
市町村立学校報告機能に

よる勤務実績報告 
普通旅費請求書の提出 

通勤に係る費用弁償に 

関する届(様式第１号)  

拠点校 
配置校分の勤務実績を 

まとめて報告 

配置校分への出張等を 

取りまとめて提出 

自校（拠点校）分のみ 

提出 

配置校 ０日で報告 提出不要 提出不要 

 

パターン④  

１人の職員が「グループ内は小学校のみ（小学校配置）」と「グループ内は中学校のみ

（中学校配置）」の両方を持っている場合 

 

  グループ４ 

  川口市立〇〇小学校        グループ５ 

  川口市立××小学校    と   川口市立〇〇中学校 

  川口市立△△小学校        川口市立××中学校 

  川口市立□□小学校 

 

グループ４とグループ５は別グループなので、それぞれの処理を各々行う。 

グループ４の場合 

（小学校配置） 

市町村立学校報告機能に

よる勤務実績報告 
普通旅費請求書の提出 

通勤に係る費用弁償に 

関する届(様式第１号)  

拠点校 
配置校分の勤務実績を 

まとめて報告 

配置校分への出張等を 

取りまとめて提出 

自校（拠点校）分のみ 

提出 

配置校 ０日で報告 提出不要 提出不要 

 

グループ５の場合 

（中学校配置） 

市町村立学校報告機能に

よる勤務実績報告 
普通旅費請求書の提出 

通勤に係る費用弁償に 

関する届(様式第１号)  

拠点校 
自校（拠点校）分の 

勤務実績を報告 

自校（拠点校）分の 

出張を提出 

自校（拠点校）分のみ 

提出 

配置校 
自校分（配置校）分の 

勤務実績を報告 

自校（配置校）分の 

出張を提出 

自校（配置校）分のみ 

提出 

 



明細配信のルールについて（会計年度任用職員） 

  令和６年１０月 教職員課県費事務担当 

 

１ 給与関係帳票の取出し方法等について 

 各給与関係帳票の取出し方法等については、「市町村立学校給与等報告システム操作マニュアル

【会計年度任用職員報告用】（以下、会計年度マニュアル）」P83～84を御参照ください。 

 

２ 明細配信のルールについて 

 会計年度任用職員の支給明細書（例月）（PDF帳票）は、「主たる雇用」*１となっている所属にの

み配信されます。複数校で発令がある*２、又は兼務している*２職員の場合は、主たる雇用となって

いる所属で明細の出力・交付を行ってください。*３
 

 また、再任用短時間、任期付短時間など常勤職員としても雇用がある併任職員の場合、常勤と

会計年度は別々の支給明細書が配信されます。その場合、会計年度任用職員分の支給明細書のみ、

主たる雇用となっている所属で明細の出力・交付を行ってください。 

 なお、出勤日等の関係で、報酬支給日までに主たる雇用となっている所属で明細が交付できな

い場合は、他の学校で交付していただいて差し支えありませんが、その際は学校間で調整の上、

主たる雇用となっている所属から明細交付校へ支給明細書の御提供をお願いします。 

＊１ 「主たる雇用」の確認方法については、会計年度マニュアル P10を御参照ください。 

＊２ 県立課所館の会計年度任用職員との複数発令・兼務を含みます。 

＊３ 当月支給額がない職員（例：９月例月支給について、８月中に勤務が１日もなかった日額 

  職員など）については、当月の支給明細書等の配信はありません。 

【参考】旧会計年度任用職員システムとの違い 

出力時期 支給明細書を出力できる所属 

令和６年８月例月まで 

（旧会計年度任用職員システム） 

所属コードが最も若い所属で出力可能 

（上記以外の所属でも職員番号を指定することで出力可能） 

令和６年９月例月から 

（市町村立学校報告機能） 

「主たる雇用」となっている所属のみ出力可能 

（主たる雇用以外の所属では出力不可） 

 

３ 旅費支給額の確認について 

 会計年度任用職員の旅費支給額の確認については、会計年度マニュアル P81～82を御参照の上、

教職員課県費事務担当で登録された旅費支給額の確認を行ってください。 

 なお、複数グループで勤務しているＳＣの場合は、在籍する拠点校（中学校配置の場合のみ配

置校も含む）のうち最も若い所属コードを持つ学校に、全校分の旅費支給額が表示されます。 

 

 

 



【例１】一人のＳＣが「小学校配置」と「中学校配置」の両方で勤務している場合 

所属コード 拠点校/配置校 旅費請求額(所属別) 旅費表示 旅費支給額(システム) 

40B00 小学校配置の拠点校 1,500円 ○ 4,600円 

50B50 中学校配置の拠点校 800円 × － 

50B51 中学校配置の配置校 2,300円 × － 

【例２】一人のＳＣが「小学校配置」２グループと「小中配置」で勤務している場合 

所属コード 拠点校/配置校 旅費請求額(所属別) 旅費表示 旅費支給額(システム) 

40B01 小学校配置①の拠点校 0円 ○ 2,500円 

40B02 小学校配置②の拠点校 1,800円 × － 

50B52 小中配置の拠点校 700円 × － 

※ 最も若い所属コードを持つ学校で旅費の請求がない場合でも、他の所属から旅費請求があった場合は最も若 

 い所属コードを持つ学校に旅費支給額が表示されます。 

 

 複数市町村で勤務しているＳＳＷの場合は、在籍する市町村のうち最も若い所属コードを持つ

市町村に、全所属分の旅費支給額が表示されます。 

【例】一人のＳＳＷがＡ市とＢ市の両方で勤務している場合 

所属コード 市町村 旅費請求額(所属別) 旅費表示 旅費支給額(システム) 

11201 Ａ市 1,200円 ○ 4,400円 

11202 Ｂ市 3,200円 × － 

※ 最も若い所属コードを持つ市町村で旅費の請求がない場合でも、他の市町村から旅費請求があった場合は最 

 も若い所属コードを持つ市町村に旅費支給額が表示されます。 

 



支給明細書（例月）の見方について（会計年度任用職員） 

  令和６年１０月 教職員課県費事務担当 

例）令和６年８月支給明細書（例月） 主たる雇用が月額職員の場合 

 

①対象年月について 

②所得税情報について 

③支給総額について 

④控除額について 

⑦共済・社会保険標準報酬について 

⑥勤務実績について 

⑤支払額について 



① 対象年月について 

  支給明細書に表示される報酬・費用弁償の対象実績年月*１が表示されます。 

 ＊１ 日額職員の場合：報酬・費用弁償ともに支給年月の前月*２が対象年月です。 

    月額職員の場合：報酬は支給年月と同月、費用弁償は支給年月の前月が対象年月です。 

 ＊２ 日額職員の主たる雇用に前月分の勤務がなかった場合、報酬の対象実績年月に当月が表示 

   される場合があります。 

 

② 所得税情報について 

  職員の税額表区分及び扶養親族等の数*１が表示されます。会計年度任用職員の場合、日額職員 

 は原則「乙欄*２」、月額職員は原則「甲欄」として登録されています。 

 ＊１ 「扶養親族等の数」には、本人申告（障害者、ひとり親、寡婦等）の数を含みます。 

 ＊２ 乙欄の場合、「扶養親族等の数」欄には「＊」と表示される場合があります。 

 

③ 支給総額について 

  上段：①に記載の対象年月実績に基づく報酬・費用弁償等の支給額が表示されます。 

  下段：①に記載の対象年月より前の実績に基づく遡及額が表示されます。 

 ※ 複数所属で勤務する職員の場合、支給総額欄には全所属分の合計額が計上されています。 

 

④ 控除額について 

  上段：当月に控除される共済・社会保険料等の控除額が表示されます。 

  下段：前月以前に遡って追徴又は還付する共済・社会保険料等の遡及額が表示されます。 

 

⑤ 支払額について 

  職員の口座へ振り込まれる支払額及び口座情報が表示されます。 

 

⑥ 勤務実績について 

  対象年月に対する所属ごとの勤務日数*１、報酬内訳が表示されます。 

 ＊１ 勤務日数には、対象年月の「勤務すべき日数*２」（全日休暇・欠勤含む）が表示されます。 

 ＊２ 月額職員の場合、勤務割り振りのある祝日も「勤務すべき日数」に含みます。 

 

⑦ 共済・社会保険標準報酬について 

  共済・社会保険加入者の場合、当月の共済標準報酬情報及び社会保険標準報酬情報が表示さ 

 れます。 



別表９－１ 

 

 【別表９－１】旧システムと新システムの主な相違点について（会計年度任用職員） 

No. 概要 旧システム 市町村立学校報告機能（新システム） 

１ 勤務実績の登録について 

勤務時間数を直接入力して登録する あらかじめ登録した勤務区分で登録する 

休日・祝日について、実際に勤務していない場合は勤務

実績の登録は不要（月額職員のみ） 

休日・祝日についても、勤務が割り振られている曜日であれば勤務実績の

登録が必要（月額職員のみ） 

勤務計画（未来月分）の登録が可能 
勤務計画（未来月分）の登録は不可 

※令和６年８月２３日時点で機能未実装のため 

スクールカウンセラー配置校について、システム上での

勤務実績報告は不要（中学校配置のＳＣは自校分の勤務

実績を報告） 

スクールカウンセラー配置校について、システム上で０日の勤務実績報告

が必要（中学校配置のＳＣは自校分の勤務実績を報告） 

月額・当月払いの職員について、前月分勤務実績の内容

が報酬支給額に反映される（当月分は反映されない） 

月額・当月払いの職員について、当月分勤務実績の内容が報酬支給額に反

映される 

２ 休暇・欠勤情報の登録について 

年次休暇、夏季休暇、その他有給休暇、無給休暇、欠勤

に分類して登録 
休暇種類を選択して登録 

休暇・欠勤時間数を直接入力して登録する 全日、半日（午前又は午後）、時間指定のいずれかを指定して登録する 

休暇情報登録時は、勤務時間＋休暇時間＝正規の勤務時

間となるように入力する（欠勤は除く） 

休暇・欠勤時間が勤務区分（正規の勤務時間）の内数となるように入力す

る 

３ 通勤経路・旅行情報の登録について 

直行又は直帰の旅行の場合は「片道」、直行直帰の旅行

の場合は「非支給」にチェックを入れて報告する 

直行の旅行の場合は「直行」、直帰の旅行の場合は「直帰」、直行直帰の

旅行の場合は「直行」「直帰」両方にチェックを入れて報告する 

全日休暇又は欠勤の場合は、休暇等情報を入力すること

で自動的に費用弁償が非支給となる 

全日休暇又は欠勤の場合は、通勤経路を「通勤なし」に設定することで費

用弁償が非支給となる 

４ 費用弁償経路情報の確認について システム上では閲覧することができない システム上から閲覧することが可能 

５ 承認・締め処理機能について 機能なし（事務担当者がシステムで登録のみ行う） 
事務担当者がシステムで報告・承認依頼 

→所属長がシステムで承認・締め処理を行う 
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 【別表９－２】旧システムから新システムへ移行されるデータについて（会計年度任用職員） 

No. 大項目 概要 旧システム→新システムへの移行方法等 備考 

１ 勤務区分 勤務区分の登録について 

勤務区分は、旧システムでは管理していない情報です。 

新システム開始に当たり、教職員課県費事務担当が作成した勤務区分を

初期登録しています。過去の支給額には影響がないことを確認しており

ますので、新システム上の過去の実績について学校側での修正対応等は

原則不要となります。 

詳細は、会計年度マニュアル P20～21を御参照ください。 

・日額職員の勤務区分は一律 9:00開始（休

憩なし）で初期登録しています。 

・月額職員の勤務区分は、各職員の雇入通知

書を基に初期登録しています。 

・９月報告分からは正しい勤務区分を作

成・利用して勤務実績を登録してください。 

２ 勤務実績 
移行対象となる勤務実績に 

ついて 

旧システムから新システムへ移行される勤務実績は、令和６年４月実績

（５月例月報告分）から令和６年７月実績（８月例月報告分）までとな

ります。 

旧システムで登録された令和６年８月以降の勤務計画（休暇等含むに）

については、新システムへは移行されていません※ので御留意ください。 

※月額職員の令和６年８月以降の勤務計画

については、雇入通知書に記載の勤務予定

日時を教職員課で新システムへ反映してい

ます。 

２ 休暇・欠勤情報 
半日又は時間指定で取得した

休暇情報（欠勤含む）について 

実際の取得時間帯（半日、時間指定）にかかわらず、移行時は全て勤務

開始時間※から起算した「時間指定」で登録しています。 

※ここでは「勤務開始時間＝勤務区分の勤務開始時間」とする。 

・全日休暇（又は欠勤）の場合を除きます。 

・夏季休暇を半日取得している場合は、一律

「午前」で登録しています。 

３ 休暇・欠勤情報 「その他有給休暇」について 
旧システム上で「その他有給休暇」として登録された休暇は、移行時に

一律「職免・その他」と読み替えて登録しています。 

 

４ 休暇・欠勤情報 「無給休暇」について 

旧システム上で「無給休暇」として登録された休暇は、教職第２０１－

３号及び教職第４３８－３号で実施した無給休暇調査の回答に基づき、

移行時に休暇種類を指定して登録しています。 

 

５ 通勤情報 費用弁償認定経路について 

旧システム上で令和６年８月例月までに認定された費用弁償経路情報

については、同様の認定内容を教職員課で新システムへ登録していま

す。 

費用弁償経路情報は、提出された「通勤に係

る費用弁償に関する届」に基づき、教職員課

県費事務担当で認定及びシステムへの登録

を行います。 
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No. 大項目 概要 旧システム→新システムへの移行方法等 備考 

６ 通勤情報 「片道」「非支給」について 

旧システム上で登録された通勤「片道」、「非支給」の情報は、移行時

に以下のとおり情報を読み替えて登録しています。 

①旧システム上で「片道」にチェックを入れた日 

 →新システム上では一律「直行」と読み替えて登録 

②旧システム上で「非支給」にチェックを入れた日 

 →新システム上では一律「直行」「直帰」と読み替えて登録 

③旧システム上で「兼務種別」を選択しており、「兼務往復」に 

 チェックがない日（兼務校間の移動があった場合等） 

 →通勤経路を「自宅－所属」＋「兼務校間」の費用弁償経路で 

  ある「その他経路」として登録（直行直帰は不要※１） 

④旧システム上で「兼務種別」を登録しており、「兼務往復」に 

 チェックがある日（兼務校で終日勤務した場合等） 

 →通勤経路を「自宅⇔兼務校」の費用弁償経路である「その他 

  経路」として登録（直行直帰は不要※２） 

⑤旧システム上で兼務校勤務があり、兼務校間経路を相手側の学校 

 で報告（自校では「片道」チェックのみ登録）した日 

 →通勤経路を「自宅－所属（往路又は復路のみ）」の費用弁償 

  経路である「その他経路」として登録（直行直帰は不要※３） 

※１「自宅－所属」＋「兼務校間」の費用弁

償経路である「その他経路」は、新システム

上「往路のみ」又は「復路のみ」として登録

されます。よって、当該日は通勤経路を「そ

の他経路」を設定することで「直行」「直帰」

の登録は不要となります。 

※２「自宅⇔兼務校」の費用弁償経路である

「その他経路」は、新システム上「往復」経

路として登録されます。よって、当該日は通

勤経路を「その他経路」を設定することで

「直行」「直帰」の登録は不要となります。 

※３「自宅－所属（往路又は復路のみ）」の

費用弁償経路である「その他経路」は、新シ

ステム上「往路のみ」又は「復路のみ」とし

て登録されます。よって、当該日は通勤経路

を「その他経路」を設定することで「直行」

「直帰」の登録は不要となります。 
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No. 大項目 概要 旧システム→新システムへの移行方法等 備考 

７ 職員基本情報 住所・口座情報について 

令和６年８月例月報告時までに旧システム上で登録いただいた住所情

報を新システムへ移行しています。 

ただし、以下の場合は移行対象外となりますので、該当する場合は令和

６年９月例月報告時に新システム上で確認又は登録を行ってください。 

①（住所のみ）旧システムでの登録文字数が３５文字以上の場合※ 

②（住所・口座共通）令和６年度中に常勤職員又は県立課所館で 

 会計年度任用職員として任用がある（あった）職員の場合 

※①の理由により新システム上で住所が未

登録となっている場合は、登録文字数が３

５文字以内となるように住所情報を登録し

なおしてください。 

８ 所得税情報 税額表区分情報について 

職員の所得税税額表区分情報については原則、日額職員を「乙欄」、月

額職員を「甲欄」として登録しています。 

ただし、「令和６年度中に常勤職員又は県立課所館で会計年度任用職員

として任用がある（あった）職員」については、この限りではありませ

んので御留意ください。 

 

９ 所得税情報 扶養控除情報について 

障害者会計年度任用職員・就業補助員については、提出されている「令

和６年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を基に、扶養親族

情報等を新システムへ反映しています。 

万が一、登録されている内容に誤り等ありましたら、教職員課県費事務

担当まで御一報ください。 

※日額職員（非常勤講師・スクールカウンセ

ラー）は対象外 

10 旅費 過去の旅費支給額について 

令和６年８月支給分までの旅費支給額（旧システムでの支給実績）は新

システムへの移行対象外となります。 

新システム上で閲覧できる過去の旅費支給額は、新システム移行後に支

給した金額のみとなりますので御注意ください。 

 

 


